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貿易取引の技術的発展に伴う

信用状統一規則規定の変遷

花 木 正 孝

要旨　本稿では貿易金融取引の中で重要な位置を占める信用状取引に関して以下の４点につ

いて論じたい。はじめに信用状取引の特徴について解説する。２
　

 つ目は，国際商業会議所―

ICC が１９３３年に初の信用状統一規則―UCP５１ を発効させて以来，６
　

 回の改訂を経て，現在

の UCP６００ に至る，信用状取引に関する国際ルールの変遷を振り返りたい。３
　

 つ目は， 近

の貿易金融取引に関する新しい動きを，主要取引事例と共に紹介し，その現状と課題を指摘

する。 後に，これらの動きを踏まえて，今後の信用状統一規則のあるべき姿を検討したい。

Abstract　In this paper, I will address four topics regarding letter of credit transactions 

that occupy a prominent position in finance transactions in the international trade.　

First, I explain letter of credit transactions in detail.　Second, I review the changes 

made to international rules of letter of credit transactions from when the International 

Chamber of Commerce first implemented the Uniform Customs and Practices for Documen-

tary Credits（UCP５１）in １９３３ to the present UCP６００; six revisions have been made 

so far.　Third, I propose the trends observed in recent trade financial transactions 

by highlighting certain main cases of dealings, their current states, and corresponding 

problems.　Finally, I discuss the effects of these trends and the true nature of future 

UCP in terms of trade finance.
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１．は　じ　め　に

本稿は貿易金融取引の中で重要な位置を占める信用状取引に関して，数多くの先行研究

を紹介しながら，以下の４点について論じるものである。はじめに１２世紀に遡る信用状取

引の生成過程や，現在に至る発展過程を振り返り，信用状取引の存在意義について纏めた

い。

次に，信用状取引に関する国際規則について，国際商業会議所―International Chamber 

of Commerce（ICC）が１９３３年に初の『荷為替信用状に関する統一規則および慣例』―

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, ICC Publication No.８２

（UCP８２）を発効させて以来，現在まで UCP の規定に大きな影響を与えた２つの技術的

発展，①通信技術の技術的飛躍である，国際銀行間通信協会―Society for Worldwide In-

terbank Financial Telecommunication（SWIFT）及び，②物流面での技術的飛躍であ

る，コンテナ物流の本格化を端緒とする，サプライチェーン・マネジメント― Supply 

Chain Management（SCM）の高度化について整理したい。

３つ目は，貿易金融取引の新しい動き，①貿易決済方法の多様化や，②近年米国を始め

強化される傾向にある経済制裁，③貿易決済の電子化について，主要取引事例と共に紹介

したい。

後に，これらの動きが信用状取引に与える影響を指摘し，今後の信用状取引のあるべ

き姿，次回の UCP 改訂に求められる方向性について検討したい。

２．信用状取引の成立と発展

信用状取引の成立や，代表的な決済方法へ発展していく過程については，多くの先行研

究があり，これらを踏まえて信用状取引の存在意義について振り返りたい。

２.１　信用状取引の成立―旧式信用状（荷為替以前の商業信用状）

伊澤（１９４６）�，八木（１９９２）� によれば，単純な支払保証としての信用状の萌芽は，１２

世紀のイタリアにある。初期の信用状においては，その利用目的は商取引の代金決済に限

らず，広く遠隔地に出向いた際の資金調達を円滑に行う為のものであった。同時期に遠隔

地に出向いた際に現地で現地通貨を受領する為に，予め母国の両替商に対して母国通貨で
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支払いを行った証明である両替証書が，その後公正証書化され，更に支払委託機能を備え

ることで， 終的に約束手形，為替手形として生成されていくのに対して，公正証書では

ない単なる書簡（開封書状）として発行された初期の信用状は，外交官や，出征兵士の相

手国内での資金供与を目的に利用された。１７世紀になって，漸く貿易代金決済に利用され

る商業信用状の事例が現れる。但し，当時の商業信用状は，輸入商が輸出国の両替商また

は大商人等に対して，輸出商または，輸入商の輸出国代理人への輸入商品集荷資金の貸出

（輸出前貸）を依頼し，その支払いを保証する内容であった。

２.２　信用状取引の発展―新式信用状（荷為替信用状）

伊澤（１９４６），小峰（１９６６�，１９７７�），八木（１９７７�，１９９２）は，１２世紀以降に利用され

た信用状を旧式信用状と総称し，１９世紀以降に利用される荷為替手形呈示を要求する荷為

替信用状を新式信用状と分類した。（表１参照）

宮田（１９８９�，１９９０�），八木（２００１�，２００４�，２００７�）によれば，１９世紀の英米間で盛

んだった，綿花貿易（米国の輸出）及び機械製品貿易（英国の輸出）を担う新式信用状は，

１９世紀初頭の商業銀行―Merchant Bank の発展と共に生成された。１８世紀以降ロンドン

の商業銀行による手形引受を中心に発展した貿易金融であるが，１９世紀初頭の英国発の金

融恐慌によって，多くの商業銀行が破たんするに至った。この為，ブラウン商会グループ

（現 Brown Brothers Harriman）を代表とする商業銀行側の与信管理手法として，荷為

549

表１　新旧信用状の比較

新式信用状旧式信用状

１９世紀以降の商業信用状

（荷為替信用状）
１７世紀以降の初期商業信用状１２世紀以降の初期信用状

輸出者に対する船積後金融

（荷為替手形買取）

輸入者に対する金融

（T/R，輸入ユーザンス）

輸出商品の集荷資金供与遠隔地での資金供与発行目的

輸入者輸入商人

国王，教会関係者，商人

発行依頼人

輸入国の商業銀行
信用力の高い大商人，

後に商業銀行
発 行 者

輸出者
輸入商人の現地代理人

または輸出者

国王，教会の使者，

出征兵士，商人
受 益 者

輸出国の商業銀行輸出国の大商人相手国内の大商人信用供与者

輸出者が振り出す荷為替手形
�為替手形に海上船荷証券， �
� �
�送り状，保険証券等の船積書類 �
� �
�を添付したもの �

為替手形資金供与の記録要求書類

出典：八木（１９９２）より筆者作成
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替手形の呈示を条件とする信用状が開発された。荷為替手形を必須とし，輸入商及び信用

状発行人間で，船積書類及び貨物を譲渡担保として取り扱うことにより，相対的に信用の

低い，輸入商に対しても信用状の発行による支払保証，輸出商への船積後金融（荷為替手

形の買取），輸入担保荷物貸渡―Trust Receipt（T/R）といった現代に通じる輸出入金融

の基本形が成立，発展した。

この船積書類及び貨物を譲渡担保として取り扱う考え方は，現在の貿易金融に際して締

結される銀行と輸出入商間の契約関係にも引き継がれている。輸出手形買取を行う際，輸

出商とその取引金融機関間で，「外国向為替手形取引約定書」が締結され，その第３条（担

保）に，「付帯荷物および付属書類は，外国向荷為替手形の買取によって負担する手形上，

手形外の債務ならびにこれに付随する利息，割引料，損害金，手数料および諸費用の支払

の担保として貴行に譲渡します。」とある�。

また，信用状の発行を行う際，輸入商とその取引金融機関間で，「信用状取引約定書」

が締結され，その第３条（担保）に，「付帯荷物および付属書類は，信用状取引によって

私が負担する債務ならびにこの取引に付随する利息，割引料，損害金，手数料，保証料お

よび諸費用の支払の担保として，貴行に譲渡します。」とある�。

伊澤（１９４６）によれば，１９世紀末からは，米国での信用状取引を担う銀行設立又は，外

国為替業務進出の機運が高まり，１８９３年の The Bank of New York（現 The Bank of 

New York Mellon Corporaton）設立を契機に，１９０３年に The Bankers Trust Company

（現 Deutsche Bank AG），１９０５年に The Chase National Bank（現 JPMorgan Chase 

& Co.）等，相次いで，信用状取引へ参入していった。これが，UCP の源流の一つとなる

１９２０年の『米国信用状規約』―Provisions adopted by the New York bankers’ commercial 

credit conference 発効の下地となった。

２.３　荷為替信用状取引の意義

荷為替信用状取引の成立と発展は，貿易金融にどのような影響を与えたのであろうか。

朝岡（１９８５）� は，荷為替信用状の効果を１９世紀以降発展した，船積書類による荷物の象徴

的引渡と，荷為替手形による代金支払が有する弱点を補強する方策として有効であったと

指摘した。遠隔地取引ゆえに，荷物引渡と代金決済の同時履行が不可能な，貿易取引にお

いて，船荷証券を含む船積書類を添付することで，資金決済と荷物引渡を紐付きにし，遠

隔地取引での荷物引渡の確実性を高める荷為替手形は，輸出入商にそれぞれ一定の取引の

安全と合理化をもたらすものであった。但し，荷為替手形取引にも限界があり，特に貿易
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金融の面で顕著であった。輸出商は，早期の代金回収と仕入決済を行う為に，荷為替手形

の買取を取引銀行に依頼するが，買取銀行の与信判断上，輸入商の信用リスクは図りづら

い為，取引条件は輸出商にとって厳しいものとなった。

これに対して，輸入商の信用を補強する信用状は，輸出商の輸出金融取引円滑化に資す

るものであった。また，輸入商にとっても，輸入ユーザンスや T/R を利用した，輸入商

品の国内販売代金回収までの輸入金融取引が付帯する信用状取引は，輸入金融取引円滑化

に加え，荷物引渡の円滑化に資する取引であった。（図１参照）

３．信用状取引に関する国際規則―UCP の推移

ここで，UCP８２ の発効以来，UCP６００ に至る歴史的経緯と共に，UCP の規定改訂に大

きな影響を与えた２つの技術的発展，① SWIFT 及び，② SCM の高度化について整理し

たい。
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図１　信用状取引

出典：筆者作成
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３.１　UCP の歴史

�　ICC による UCP 制定

ICC は，第１次世界大戦直後の１９２０年，国際商取引の促進を目的にパリに設立された民

間団体であり，一貫して貿易取引に纏わる規則の制定活動を通じて国際商取引促進に資す

る活動を行ってきた。現在世界１３０カ国に国内委員会，約７,４００社の会員を有する。その中

に設けられた専門委員会の内，銀行技術実務委員会―ICC Commission on Banking Technique 

and Practice が，貿易金融に関する統一規則制定を行っている。

伊澤（１９４６），朝岡（１９８５）によれば，ICC 設立前に既に英国を中心に信用状取引の商

慣習が確立していた。また，信用状取引の発展と共に，１９２０年の『米国信用状規約』を皮

切りに１９２３年ドイツ，１９２４年フランス，等１０ヶ国以上が独自の信用状取引に関する規則を

制定した。しかし，第一次世界大戦後に貿易取引の中心が，英国から米国に移り，それと

共に金融市場の中心もロンドンからニューヨークに移転した。これに伴い，信用状取引の

利用は拡大したが，ロンドンのような十分な商慣習の蓄積がない米国では，取引上の混乱

が発生し，多くの信用状取引に関する紛争が生じた。これを受けて，信用状取引に関する

国際規則制定の機運が高まり ICC は，国際規則の起草開始し，幾つかの草案を経て，１９３３

年 ICC ウイーン会議での UCP８２ 採択という形で結実した。

�　UCP 改訂の歴史

以降の UCP 改訂及び関連規則の制定経緯は表２の通りである。１９５１年に行われた UCP１５１ 

は，第２次大戦後の初の改訂であった。この段階で米国が UCP を採択したことは，戦後

の米国主導の貿易取引においては重要な意味を持った。しかし，この段階では，信用状取

引に関する慣例に準拠する英国，英連邦諸国からなる英国経済圏及び，共産主義諸国の採

択はなく，UCP が真の意味で世界標準となる為には，１９６２年の UCP２２２ 発効により，英

国経済圏の参加を待つ必要があった。１９７４年の UCP２９０ は，物流面での技術的飛躍である

コンテナ輸送等新しい運送形態への対応の為，複合運送書類の定義を新設したものであっ

た。（UCP８２～２９０ の条文については表３参照）

１９８３年の UCP４００ では，SWIFT 等通信技術の技術的飛躍に対応したものであった。

１９９３年の UCP５００ では，これら二つの技術的飛躍によって実現した，貿易取引全体のス

ピードアップ化に対応する為に，信用状取引そのものの迅速化を狙い，書類点検の日数等

（書類提示日の翌日から 長７銀行営業日）の制定，国際的な標準銀行実務―international 

standard banking practice（isbp）の定義を新設した。（UCP４００ 以降の条文については
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表４参照）

UCP５００ 制定以降，更に信用状取引の円滑化を進める為に補足する規則が相次いで制定

された。１９９６年には，UCP５００ 第１９条（銀行間の補償の取決め）を補完する目的で『ICC

荷為替信用状に基づく銀行間補償に関する統一規則』―ICC Uniform Rules for Bank-

to-Bank Reimbursements under Documentary Credits（URR５２５）が発効した。これ

は，信用状発行銀行の買取銀行に対する補償授権書―Reimbursements Authorization

（R/A）に関する規定である。

また，１９９９年には，UCP５００ 第２０条（書類発行者についての曖昧な表示）ｂ項を補完す

る目的で，ICC から書類の原本の決定を扱った裁定，The Determination of an “Original”

Document in the Context of UCP５００ sub-Article ２０�-ICC Banking Commission 

Policy statement, document ４７０/８７１（Rev）が公表された。

２００２年には，将来の貿易取引電子化への備えとして，Supplement to the Uniform Customs 

and Practice for Commercial Documentary Credits for Electronic Presentation Ver-

sion １.０（eUCP１.０）が UCP５００ を補完する目的で発効した。 

553

表２　UCP・ISBP 関連略年表

備考出版物名年

国際商業会議所（International Chamber of Commerce�ICC）設立
１９２０年

米国にて，初の信用状取引規則「米国信用状規約」が採択

ドイツ，翌年フランス，等以後，１０ヶ国以上が独自の信用状取引規則を採択１９２３年

初の信用状統一規則「商業信用状に関する統一規則及び慣例」

“Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credit”採択
UCP８２１９３３年

第２次大戦後の初の改訂，米国の本格的参加UCP１５１１９５１年

英国経済圏の参加：信用状統一規則の世界規模化。UCP２２２１９６２年

コンテナ輸送等，複合運送書類の定義新設UCP２９０１９７４年

SWIFT 等通信技術向上に対応UCP４００１９８３年

書類点検日数等の制定，国際的な標準銀行実務（isbp）の定義新設UCP５００１９９３年

UCP５００ を補完する，電子呈示に関する追補eUCP 第１.０版２００２年

国際的な標準銀行実務（isbp）の具現化ISBP６４５２００３年

「ICC 荷為替信用状に関する統一規則および慣例」

“ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ２００７ REVISION, ICC Publication No.６００”

信用状統一規則（UCP） 新版

UCP６００

２００７年
「荷為替信用状に基づく書類点検に関する国際標準銀行実務」

“International Standard Banking Practice for the examination of documents under documentary 

credit, ICC Publication No.６８１ ２００７ REVISION for UCP６００”

ISBP６８１

「電子呈示に関する〈UCP６００〉への追補第１.１版」

“Supplement for Electronic Presentation Version １.１”
eUCP 第１.１版

「荷為替信用状に基づく書類点検に関する国際標準銀行実務」

“International Standard Banking Practice for the examination of documents under documentary 

credit, for the Examination of Documents under UCP６００”, ICC Publication No.７４５

国際標準銀行実務（ISBP） 新版

ISBP７４５２０１３年

出典：筆者作成
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UCP１５１（１９５１年）

総則と定義

総則と定義

Ａ．信用状の本質

第１条　信用状と契約
第２条　取消可能と取消不能

の信用状
第３条　取消可能と取消不能

信用状の表示
第４条　取消可能信用状
第５条　取消不能信用状
第６条　取消不能信用状の通知
第７条　類似信用状の条件変更
第８条　不完全または不明確

な指図

Ｂ．責任

第９条　書類点検の基準
第１０条　書類と物品，ディスク

レのある書類と通告
第１１条　書類の有効性につい

ての免責
第１２条　メッセージの伝達に

ついての免責
第１３条　不可抗力
第１４条　被指図人の行為につ

いての免責

Ｃ．書類

第１５条　運送書類
第１６条　運送書類の発行日
第１７条　運賃の未払／前払の

運送書類
第１８条　無故障運送書類
第１９条　海上船荷証券
第２０条　拒絶される運送書類
第２１条　“On Deck”
第２２条　汽船積
第２３条　“On Board Notaion”
第２４条　荷送人の裏書
第２５条　その他の積出書類等
第２６条　積出書類上の重量証明
第２７条　その他の積出書類等に

対する受益者の副書
第２８条　保険書類
第２９条　保険金額
第３０条　保険担保の種別
第３１条　オール・リスクスの

保険担保
第３２条　商業送り状
第３３条　商業送り状の明細
第３４条　その他の書類

Ｄ．用語の解釈

第３５条　信用状金額，数量お
よび単価の許容幅

第３６条　分割使用／分割積出
第３７条　所定期間毎の使用／

積出
第３８条　有効期限
第３９条　有効期限の日付に関

する解釈
第４０条　有効期限の延長
第４１条　取消可能信用状の有

効期限
第４２条　船積期限の日付に関

する解釈
第４３条　呈示期限
第４４条　呈示の時間
第４５条　船積期限の延長
第４６条　日付に関する一般的

表現
第４７条　日付に関する解釈
第４８条　確認，通知の日付に

関する解釈

Ｅ．譲渡可能信用状

第４９条　譲渡可能信用状

UCP８２（１９３３年）

総則と定義

総則と定義

Ａ．信用状の性質

第１条　信用状と契約
第２条　取消可能と取消不能

の信用状
第３条　取消可能と取消不能

信用状の表示
第４条　取消可能信用状
第５条　取消不能信用状
第６条　取消不能信用状の通知
第７条　確認信用状
第８条　確認信用状の通知
第９条　商業信用状

Ｂ．責任

第１０条　書類点検の基準
第１１条　書類の有効性につい

ての免責
第１２条　メッセージの伝達に

ついての免責
第１３条　不可抗力
第１４条　被指図人の行為につ

いての免責

Ｃ．証券

第１５条　運送書類
第１６条　運送書類の発行日
第１７条　運賃の未払／前払の

運送書類
第１８条　無故障運送書類
第１９条　海上船荷証券
第２０条　拒絶される運送書類
第２１条　“On Deck”
第２２条　汽船積
第２３条　“On Board Notaion”
第２４条　荷送人の裏書
第２５条　その他の積出書類等
第２６条　積出書類上の重量証明
第２７条　その他の積出書類等に

対する受益者の副書
第２８条　保険書類
第２９条　保険金額
第３０条　保険担保の種別
第３１条　オール・リスクスの

保険担保
第３２条　商業送り状
第３３条　商業送り状の明細
第３４条　その他の書類

Ｄ．文言の解釈

第３５条　信用状金額，数量お
よび単価の許容幅

第３６条　分割使用／分割積出
第３７条　所定期間毎の使用／

積出
第３８条　有効期限
第３９条　有効期限の日付に関

する解釈
第４０条　有効期限の延長
第４１条　取消可能信用状の有

効期限
第４２条　船積期限の日付に関

する解釈
第４３条　呈示期限
第４４条　呈示の時間
第４５条　船積期限の延長
第４６条　日付に関する一般的

表現
第４７条　日付に関する解釈
第４８条　確認，通知の日付に

関する解釈

Ｅ．譲渡可能信用状

第４９条　譲渡可能信用状

UCP２２２（１９６２年）

総則と定義

総則と定義

Ａ．信用状の形式と通知

第１条　取消可能と取消不能
の信用状

第２条　取消可能信用状
第３条　取消不能信用状
第４条 テレトランスミッショ

ンによる信用状および
事前通知信用状

第５条　類似信用状の条件変更
第６条　不完全または不明確

な指図

Ｂ．義務と責任

第７条　書類点検の基準
第８条　書類と物品，ディスク

レのある書類と通告
第９条　書類の有効性につい

ての免責
第１０条　メッセージの伝達に

ついての免責
第１１条　不可抗力
第１２条　被指図人の行為につ

いての免責
第１３条　銀行間の補償の取決め

Ｃ．書類

第１４条　運送書類の発行日
第１５条　運賃の未払／前払の

運送書類
第１６条　無故障運送書類
第１７条　拒絶される運送書類
第１８条　海上船荷証券
第１９条　積換
第２０条　“On Deck”
第２１条　荷送人の裏書
第２２条　その他の積出書類等
第２３条　積出書類上の重量証明
第２４条　保険書類
第２５条　保険書類の発行日
第２６条　保険金額
第２７条　保険担保の種別
第２８条　オール・リスクスの

保険担保
第２９条　免責歩合，控除免責

歩合の保険条件
第３０条　商業送り状
第３１条　その他の書類

Ｄ．雑則

第３２条　信用状金額，数量お
よび単価の許容幅

第３３条　分割使用／分割積出
第３４条　所定期間毎の使用／

積出
第３５条　有効期限
第３６条　有効期限の日付に関

する解釈
第３７条　有効期限の延長
第３８条　取消可能信用状の有

効期限
第３９条　船積期限の延長
第４０条　船積期限の日付に関

する解釈
第４１条　呈示期限
第４２条　呈示の時間
第４３条　日付に関する一般的

表現
第４４条　日付に関する解釈
第４５条　確認，通知の日付に

関する解釈

Ｅ．譲渡可能信用状

第４６条　譲渡可能信用状

UCP２９０（１９７４年）

総則と定義

総則と定義

Ａ．信用状の形式と通知

第１条　取消可能と取消不能
の信用状

第２条　取消可能信用状
第３条　取消不能信用状
第４条　テレトランスミッショ

ンによる信用状および
事前通知信用状

第５条　類似信用状の条件変更
第６条　不完全または不明確

な指図

Ｂ．義務と責任

第７条　書類点検の基準
第８条　書類と物品，ディスク

レのある書類と通告
第９条　書類の有効性につい

ての免責
第１０条　メッセージの伝達に

ついての免責
第１１条　不可抗力
第１２条　被指図人の行為につ

いての免責
第１３条　銀行間の補償の取決め

Ｃ．書類

第１４条　書類発行者について
の曖昧な表示

第１５条　運送書類の発行日
第１６条　運賃の未払／前払の

運送書類
第１７条　“Shipper’s Load and 

Count”
第１８条　無故障運送書類
第１９条　拒絶される運送書類
第２０条　海上船荷証券
第２１条　積換
第２２条　“On Deck”
第２３条　複合運送書類
第２４条　その他の積出書類等
第２５条　積出書類上の重量証明
第２６条　保険書類
第２７条　保険書類の発行日
第２８条　保険金額
第２９条　保険担保の種別
第３０条　オール・リスクスの

保険担保
第３１条　免責歩合，控除免責

歩合の保険条件
第３２条　商業送り状
第３３条　その他の書類

Ｄ．雑則

第３４条　信用状金額，数量お
よび単価の許容幅

第３５条　分割使用／分割積出
第３６条　所定期間毎の使用／

積出
第３７条　有効期限
第３８条　有効期限の日付に関

する解釈
第３９条　有効期限または 終

呈示日の延長
第４０条　積出，積込または発送
第４１条　 終呈示日
第４２条　呈示の時間
第４３条　日付に関する一般的

表現
第４４条　日付に関する解釈
第４５条　確認，通知の日付に

関する解釈

Ｅ．譲渡可能信用状

第４６条　譲渡可能信用状
第４７条　代わり金の譲渡

表３　UCP 条文対比（UCP８２～２９０）

出典：筆者作成
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表４　UCP 条文対比（UCP４００～６００）

UCP４００（１９８３年）

Ａ．総則と定義

第１条　UCP の適用

第２条　信用状の意味

第３条　信用状と契約

第４条　書類と物品・役務・行為

第５条　信用状の発行・条件変更の指図

第６条　銀行間，依頼人・発行銀行間の

契約関係の援用禁止

Ｂ．信用状の形式と通知

第７条　取消可能と取消不能の信用状
第８条　通知銀行の義務
第９条　信用状の取消
第１０条　発行銀行および確認銀行の義務
第１１条　信用状の形態
第１２条　テレトランスミッションによる

信用状および事前通知信用状
第１３条　類似信用状の条件変更
第１４条　不完全または不明確な指図

Ｃ．義務と責任

第１５条　書類点検の基準
第１６条　ディスクレのある書類と通告
第１７条　書類の有効性についての免責
第１８条　メッセージの伝達についての免責
第１９条　不可抗力
第２０条　被指図人の行為についての免責
第２１条　銀行間の補償の取決め

Ｄ．書類

第２２条　書類発行者についての曖昧な表
示

第２３条　指定のない書類の発行者または
記載内容

第２４条　書類の発行日と信用状の日付
第２５条　海上船荷証券，郵便小包受領書も

しくは郵送証明書以外の運送書類
第２６条　海上船荷証券
第２７条　積込済みの運送書類を要求して

いない場合
第２８条　“On Deck”
第２９条　積換
第３０条　郵便小包受領書または郵送証明書
第３１条　運賃の未払／前払の運送書類
第３２条　“Shipper’s Load and Count”
第３３条　荷送人が受益者以外の運送書類
第３４条　無故障運送書類
第３５条　保険書類
第３６条　保険書類の発行日
第３７条　保険金額
第３８条　保険担保の種別
第３９条　オール・リスクスの保険担保
第４０条　免責歩合，控除免責歩合の保険

条件
第４１条　商業送り状
第４２条　その他の書類

Ｅ．雑則

第４３条　信用状金額，数量および単価の
許容幅

第４４条　分割使用／分割積出
第４５条　所定期間毎の使用／積出
第４６条　有効期限または 終呈示日の延長
第４７条　運送書類の発行日
第４８条　有効期限と書類の呈示場所
第４９条　呈示の時間
第５０条　船積（積出）のための日付に関

する一般的表現
第５１条　日付用語
第５２条　日付に関する一般的表現
第５３条　日付に関する解釈

Ｆ．譲渡可能信用状

第５４条　譲渡可能信用状

Ｇ．代わり金の譲渡

第５５条　代わり金の譲渡

出典：筆者作成

UCP５００（１９９３年）

Ａ．総則と定義

第１条　UCP の適用

第２条　信用状の意味

第３条　信用状と契約

第４条　書類と物品・役務・行為

第５条　信用状の発行・条件変更の指図

Ｂ．信用状の形式と通知

第６条　取消可能と取消不能の信用状
第７条　通知銀行の義務
第８条　信用状の取消
第９条　発行銀行および確認銀行の義務
第１０条　信用状の形態
第１１条　テレトランスミッションによる

信用状および事前通知信用状
第１２条　不完全または不明確な指図

Ｃ．義務と責任

第１３条　書類点検の基準
第１４条　ディスクレのある書類と通告
第１５条　書類の有効性についての免責
第１６条　メッセージの伝達についての免責
第１７条　不可抗力
第１８条　被指図人の行為についての免責
第１９条　銀行間の補償の取決め

Ｄ．書類

第２０条　書類発行者についての曖昧な表示
第２１条　指定のない書類の発行者または

記載内容
第２２条　書類の発行日と信用状の日付
第２３条　海上船荷証券
第２４条　流通性のない海上運送状
第２５条　用船契約船荷証券
第２６条　複合運送書類
第２７条　航空運送書類
第２８条　道路，鉄道または内陸水路の運

送書類
第２９条　クーリエ業者および郵送小包の

受領書
第３０条　フレイト・フォワーダー発行の

運送書類
第３１条　“On Deck”，“Shipper’s Load 

and Count”，荷送人の名称
第３２条　無故障運送書類
第３３条　運賃の未払／前払の運送書類
第３４条　保険書類
第３５条　保険担保の種別
第３６条　オール・リスクスの保険担保
第３７条　商業送り状
第３８条　その他の書類

Ｅ．雑則

第３９条　信用状金額，数量および単価の
許容幅

第４０条　有効期限または 終呈示日の延長
第４１条　信用状金額，数量および単価の

許容範囲
第４２条　有効期限と書類の呈示場所
第４３条　有効期限についての制限
第４４条　有効期限の延長
第４５条　呈示の時間
第４６条　船積（積出）のための日付に関

する一般的表現
第４７条　船積（積出）期間のための日付

用語

Ｆ．譲渡可能信用状

第４８条　譲渡可能信用状

Ｇ．代わり金の譲渡

第４９条　代わり金の譲渡

UCP６００（２００７年）

総則と定義

第１条　UCP の適用

第２条　定義

第３条　解釈

第４条　信用状と契約

第５条　書類と物品，サービスまたは履行

信用状の通知，義務と責任

第６条　利用可能性，有効期限および呈
示地

第７条　発行銀行の約束
第８条　確認銀行の約束
第９条　信用状および条件変更の通知
第１０条　条件変更
第１１条　テレトランスミッションによる

信用状・条件変更
第１２条　指定
第１３条　銀行間補償の取決め

書類点検

第１４条　書類点検の標準
第１５条　充足した呈示
第１６条　ディスクレパンシーのある書類，

権利放棄および通告
第１７条　書類の原本およびコピー
第１８条　商業送り状
第１９条　少なくとも２つの異なった運送

形態を対象とする運送書類
第２０条　船荷証券
第２１条　流通性のない海上運送状
第２２条　傭船契約船荷証券
第２３条　航空運送書類
第２４条　道路，鉄道または内陸水路の運

送状
第２５条　クーリエ受領書，郵便受領書ま

たは郵送証明書
第２６条　“On Deck”, “Shipper’s Load 

and Count”等
第２７条　無故障運送書類
第２８条　保険書類および担保範囲

雑則

第２９条　有効期限または 終呈示日の延長
第３０条　信用状金額，数量および単価の

許容範囲
第３１条　一部使用または一部船積
第３２条　所定期間ごとの分割使用または

分割船積
第３３条　呈示の時間
第３４条　書類の有効性に関する銀行の責

任排除
第３５条　伝送および翻訳に関する銀行の

責任排除
第３６条　不可抗力
第３７条　指図された当事者の行為に関す

る銀行の責任排除

譲渡可能信用状

第３８条　譲渡可能信用状

代わり金の譲渡

第３９条　代わり金の譲渡

eUCP１.１（２００７年）

第ｅ１条　eUCP の適用範囲
第ｅ２条　eUCP の UCP に対する関係
第ｅ３条　定義
第ｅ４条　フォーマット
第ｅ５条　呈示
第ｅ６条　点検
第ｅ７条　拒絶の通知
第ｅ８条　オリジナルとコピー
第ｅ９条　発行日
第ｅ１０条　運送
第ｅ１１条　呈示後の電子記録の損傷
第ｅ１２条　eUCP に基づく電子記録呈示

にかかわる追加免責
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�　国際標準銀行実務の制定

飯田（２００３）� によれば，１９９３年改訂の UCP５００ 第１３条ａ項で，国際的な標準銀行実務

―international standard banking practice，isbp という用語が導入され，信用状条件

通りであるか否かの判断は，信用状条件，UCP，isbp の３つによって決定されると規定さ

れた。この isbp を明文化する目的で，２００２年に ICC の公式文書として出版されることが

議決された『荷為替信用状に基づく書類点検に関する国際標準銀行実務』―International 

Standard Banking Practice, ICC Publication No.６４５（ISBP６４５）は，書類点検に関す

る全般的な解釈及び，荷為替手形を構成する為替手形や送り状を始めとする９種類の主要

書類に関わる解釈を合計２００段で纏めたものであった。ICC は，ISBP６４５ は信用状取引実

務を行う上で必要不可欠な，UCP５００ の補足物と位置付け，UCP５００ を修正するものでは

なく，UCP５００ が日常業務の中でどのように適用されるべきかを明確化するものであると

述べている。また，ICC は，ISBP６４５ は UCP５００ とは勿論，その銀行委員会によりそれ

までに発表された，公式見解―Opinion および決定―Decision とも平仄を合わせている

とのスタンスであり，ISBP６４５ の発行により，信用状取引において頻発する条件不一致が

顕著に減少するであろうとの期待も表明していた。

�　UCP６００，ISBP 改訂

２００７年の UCP６００ 改訂は，貿易取引全体のスピードアップ化に対応する為に，信用状取

引そのものの迅速化を図った，UCP５００ の流れを更に進めた改訂であった。書類点検の日

数は，書類提示日の翌日から 長５銀行営業日にまで短縮された。また，定義や解釈につ

いて，他の ICC 制定の諸規則，スタンドバイ信用状―Standby Credit（SBLC）に関す

る『国際スタンドバイ規則』―International Standby Practices, ICC Publication No.５９０

（ISP９８）との平仄を合わせる改訂となった。また UCP６００ 以降に改訂された，請求払保

証― Demand Guarantee（DG）に関する『請求払保証に関する統一規則』― Uniform 

Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No.７５８（URDG７５８）や，新しく制定

された，バンク・ペイメント・オブリゲーション―Bank Payment Obligation（BPO）

に関する『ICC バンク・ペイメント・オブリゲーション統一規則』―Uniform Rules for 

Bank Payment Obligation Version １.０, ICC Publication No.７５０（URBPO７５０）も UCP６００ 

と用語の定義や解釈等の平仄を合わせた規則となった。

一方 ISBP６４５ 以降，ISBP の改訂は２度行われた。 初の改訂は，UCP６００ 改訂時であ

り，ISBP６４５ の出版後わずか４年しか経過していないにも関わらず，同時並行で改訂作業
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を行い，UCP６００ 発効と同時に ISBP６８１ を出版した。ISBP６８１ では，ISBP６４５ の２００段

中，内容的に重要で UCP に規定とすべきと考えられた１６段を UCP６００ に包摂する一方，

新設は「書類のコピーには，署名する必要がない。」という１段のみに留まり１８５段構成と

なった。内容面でも，文章中の字句や表現を UCP６００ に平仄を合わせる改訂が中心であ

り，改訂前の内容をほぼ踏襲するものであった�。銀行も，ISBP６８１ の発行に際しては，

特段新しい対応もしなかった。２
　

 度目の，そして初の本格的改訂となった２０１３年の ISBP７４５ 

では，その対象書類を流通性のない海上運送状を始めとする５種類追加し，計１４種類まで

拡大した結果，ISBP７４５ 全体では，合計２９７段にまで拡大した。（改訂の概略は，表５～６

参照）

３.３　UCP に影響を与えた二つの背景

�　通信技術の発展―SWIFT の発展

SWIFT とは，１９７３年ベルギーにおいて，１５ヶ国，２３９の銀行の参加により設立された協

同組合である。そのミッションは，「国際的な金融取引におけるワールドワイドなデータ

処理・データ通信リンクおよび共通言語を開発する。」というというもので，資金付替，

顧客送金，外国為替，証券取引等の金融メッセージ通信分野において，安全で信頼性の高

いサービスを提供している。１９７７年に業務を開始し，１９８０年代に業務の本格展開を行った

SWIFT であるが，取引フォーマット及びコード類の標準化，共通ネットワークの整備に

より，金融業務の効率化，自動化の推進に大きな役割を果たした結果，年々ユーザー数及

び，総メッセージ件数は増加しており，表７の通り２０１６年１１月末時点で SWIFT ユーザー

数は１１,３０６，２０１５年の総メッセージ発信件数は，６,１０１百万件� となっている。現在，わが

国の銀行外国為替業務に関係する全受発信電文件数について，ほぼ１００％を占めるまでに

なり，従来のテレックスを駆逐し，事実上の国際金融メッセージ通信分野における de 

facto standard となっている。

中島（２００９）� によれば，SWIFT は金融機関や金融システムそのものではないが，金融

機関，金融システムを支える通信インフラとして，必要不可欠な存在となっている。更に，

金融のグローバル化と IT 化の進捗に連れて，金融機関や金融市場は益々 SWIFT への依

存を強めている。
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起

算

B５
b
�

新
設

満
期

日
B４
�６

銀
行

営
業

日
，

決
済

猶
予

期
間

，
送

金
の

遅
延

５０
４８

銀
行

営
業

日
，

決
済

猶
予

期
間

，
送

金
の

遅
延

B７

為
替

手
形

の
振

出
方

法
５４
�５

５
５２
�５

３
【

明
確

化
】

受
益

者
の

名
称

変
更

時
に

，
変

更
内

容
を

明
示

す
れ

ば
，

新
名

称
で

の
振

り
出

し
は

認
め

ら
れ

る
B８

b
,

１０
�１

１
新

設
振

出
お

よ
び

署
名

方
法

B８
�１

２

金
額

５２
�５

３
５０
�５

１
金

額
B１

３�
１４

裏
書

５１
４９

裏
書

B１
５

訂
正

お
よ

び
変

更
５７
�５

８
５５
�５

６
訂

正
お

よ
び

変
更

B１
６�

１７

信
用

状
発

行
依

頼
人

宛
の

為
替

手
形

５６
５４

信
用

状
発

行
依

頼
人

宛
の

為
替

手
形

B１
８

送
り

状

１４
１１

送
り

状

１５

送
り

状
の

定
義

５９
５７

【
明

確
化

】
送

り
状

は
，

受
益

者
が

発
行

す
る

。
受

益
者

の
名

称
変

更
時

に
，

変
更

内
容

を
明

示
す

れ
ば

，
新

名
称

で
の

発
行

は
認

め
ら

れ
る

送
り

状
の

標
題

C１

廃
止

６０
�６

１
C２

新
設

送
り

状
の

発
行

人
C２
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物
品

・
サ

ー
ビ

ス
ま

た
履

行
の

記
述

，
お

よ
び

送
り

状
に

係
わ

る
そ

の
他

一
般

的
諸

問
題

６２
�７

０
５８
�６

６
【

明
確

化
】

送
り

状
記

載
の

物
品

，
サ

ー
ビ

ス
，

履
行

の
記

載
は

，
信

用
状

と
異

な
る

性
質

，
等

級
，

種
類

で
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
C５

新
設

物
品

・
サ

ー
ビ

ス
ま

た
履

行
の

記
述

，
お

よ
び

送
り

状
に

係
わ

る
そ

の
他

一
般

的
諸

問
題

C３
�１

４

７１
�７

２
６７

【
明

確
化

】
所

定
の

船
積

期
間

を
明

示
し

て
い

な
い

場
合

，
船

積
期

限
以

前
で

あ
れ

ば
，

い
つ

船
積

し
て

も
よ

い
C１

５
b�
�
�

新
設

所
定

期
間

ご
と

の
分

割
船

積
C１

５

少
な

く
と

も
２

つ
の

異
な

る
運

送
形

態
を

対
象

と
す

る
運

送
書

類

２４
２３

少
な

く
と

も
２

つ
の

異
な

る
運

送
形

態
を

対
象

と
す

る
運

送
書

類

３１

U
C

P６
００

 第
１９

条
の

適
用

１２
０�

１２
１

６８
�６

９
【

明
確

化
】

明
確

に
複

数
の

運
送

手
段

を
利

用
し

て
い

る
場

合
，

複
合

運
送

書
類

と
み

な
す

D
１

c
新

設
U

C
P６

００
 第

１９
条

の
適

用
D
１�

２

複
合

運
送

書
類

の
署

名
１２

３�
１２

４
７１
�７

２
【

明
確

化
】「

フ
ォ

ワ
ー

ダ
ー

発
行

の
複

合
運

送
書

類
不

可
」

等
と

い
う

条
件

は
意

味
は

な
く

，
支

店
（

社
）

の
署

名
は

，
本

人
（

社
）

の
署

名
と

み
な

す
D
４

, ５
b

新
設

複
合

運
送

書
類

の
発

行
，

運
送

人
，

運
送

人
の

特
定

，
署

名
D
３�

５

積
込

済
の

付
記

，
受

取
地

，
発

送
地

，
積

込
地

お
よ

び
到

達
地

１２
５�

１２
７

７３
�７

５
【

明
確

化
】

港
か

ら
始

ま
る

行
程

を
示

す
複

合
運

送
書

類
に

は
積

込
済

の
付

記
が

必
要

信
用

状
に

複
合

運
送

書
類

上
に

示
す

べ
き

地
の

名
称

が
国

名
と

共
に

明
記

さ
れ

て
い

る
場

合
，

書
類

上
に

国
名

の
記

載
は

不
要

で
あ

る
D
７

, ９
新

設
積

込
済

の
付

記
，

船
積

日
，

受
取

地
，

発
送

地
，

積
込

地
，

船
積

港
お

よ
び

出
発

空
港

D
６�

１１

受
取

地
，

発
送

地
，

積
込

地
お

よ
び

到
達

地
１２

７
７５

D
１３

新
設

到
達

地
，

陸
揚

港
お

よ
び

目
的

空
港

D
１２
�１

４

原
本

全
通

１２
２

７０
【

明
確

化
】

荷
受

人
を

“
T

o
 o

r
d

er
 o

f 
指

図
人

”
と

す
る

場
合

，
直

接
そ

の
指

図
人

が
荷

受
で

き
る

よ
う

に
記

載
し

て
は

な
ら

な
い

複
合

運
送

書
類

の
原

本
D
１５

荷
受

人
，

指
図

人
，

荷
送

人
と

裏
書

，
着

荷
通

知
先

１２
８�

１３
０

７６
�７

８
D
１７

b
,

１８
b
�

, １
９

新
設

荷
受

人
，

指
図

人
，

荷
送

人
と

裏
書

，
着

荷
通

知
先

D
１６
�２

０

積
替

と
一

部
船

積
１３

１�
１３

３
７９
�８

１
【

明
確

化
】

複
数

の
複

合
運

送
書

類
が

呈
示

さ
れ

た
場

合
，

そ
の

も
早

い
日

付
が

基
準

と
な

る
D
２３

c
新

設
積

替
と

一
部

船
積

お
よ

び
複

数
の

複
合

運
送

書
類

が
呈

示
さ

れ
た

際
の

呈
示

期
限

の
判

断
D
２１
�２

３

無
故

障
複

合
運

送
書

類
１３

４�
１３

６
８２
�８

３
無

故
障

複
合

運
送

書
類

D
２４
�２

５

物
品

の
記

述
１３

７
８４

物
品

の
記

述
D
２６

【
明

確
化

】
デ

リ
バ

リ
ー

エ
ー

ジ
ェ

ン
ト

の
住

所
は

，
陸

揚
港

お
よ

び
そ

の
所

在
国

に
あ

る
必

要
は

な
い

D
２７

新
設

到
達

地
で

の
デ

リ
バ

リ
ー

エ
ー

ジ
ェ

ン
ト

の
名

前
と

住
所

D
２７

訂
正

お
よ

び
変

更
１３

８�
１３

９
８５
�８

６
訂

正
お

よ
び

変
更

D
２８
�２

９

運
送

料
と

追
加

費
用

１４
０�

１４
２

８７
�８

９
【

明
確

化
】

運
賃

表
示

は
，

信
用

状
条

件
と

全
く

同
じ

で
あ

る
必

要
は

な
い

が
，

食
い

違
っ

て
は

い
け

な
い

D
３０

新
設

運
送

料
と

追
加

費
用

D
３０
�３

１

複
数

の
複

合
運

送
書

類
の

対
象

と
な

る
物

品
１４

３
９０

複
数

の
複

合
運

送
書

類
に

よ
る

物
品

の
引

渡
D
３２

船
荷

証
券

２７
２４

船
荷

証
券

２８

U
C

P６
００

 第
２０

条
の

適
用

７３
�７

４
９１
�９

２
【

明
確

化
】

船
荷

証
券

に
は

，
傭

船
契

約
を

含
ん

で
は

な
ら

な
い

E１
b

新
設

U
C

P６
００

 第
２０

条
の

適
用

E１
�２

船
荷

証
券

の
署

名
７６
�７

７
９４
�９

５
【

明
確

化
】「

フ
ォ

ワ
ー

ダ
ー

発
行

の
船

荷
証

券
不

可
」

等
と

い
う

条
件

は
意

味
は

な
く

，
支

店
（

社
）

の
署

名
は

，
本

人
（

社
）

の
署

名
と

み
な

す
E４

, ５
b

新
設

船
荷

証
券

の
発

行
，

運
送

人
，

運
送

人
の

特
定

，
署

名
E３
�５

積
込

済
の

付
記

７８
�７

９
９６
�９

７
【

明
確

化
】

積
込

済
の

付
記

が
必

要
な

ケ
ー

ス
，

不
要

な
ケ

ー
ス

を
ケ

ー
ス

ご
と

に
分

類
信

用
状

に
船

荷
証

券
上

に
示

す
べ

き
地

の
名

称
が

国
名

と
共

に
明

記
さ

れ
て

い
る

場
合

，
書

類
上

に
国

名
の

記
載

は
不

要
で

あ
る

E６
b

-f
, 

h
新

設
積

込
済

の
付

記
，

船
積

日
，

p
re

-c
a
rr

ig
e，

受
取

地
お

よ
び

船
積

港
E６
�７

船
積

港
お

よ
び

陸
揚

港
８０
�８

３
９８
�１

００
E９

新
設

陸
揚

港
E８
�１

０

原
本

全
通

７５
９
３

【
明

確
化

】
荷

受
人

等
の

情
報

は
信

用
状

と
食

い
違

っ
て

は
な

ら
な

い
が

，
信

用
状

に
あ

る
，

住
所

等
詳

細
な

情
報

ま
で

記
載

さ
れ

る
必

要
は

な
い

船
荷

証
券

の
原

本
E１

１

荷
受

人
，

指
図

人
，

荷
送

人
と

裏
書

，
着

荷
通

知
先

８４
�８

６
１０

１�
１０

３
E１

４
b
�

, 
 １
５�

１６
新

設
荷

受
人

，
指

図
人

，
荷

送
人

と
裏

書
，

着
荷

通
知

先
E１

２�
１６

積
替

と
一

部
船

積
８７
�８

９
１０

４�
１０

５
【

明
確

化
】

複
数

の
船

荷
証

券
が

呈
示

さ
れ

た
場

合
，

そ
の

も
早

い
日

付
が

基
準

と
な

る
E１

９
c

新
設

積
替

と
一

部
船

積
お

よ
び

複
数

の
船

荷
証

券
が

呈
示

さ
れ

た
際

の
呈

示
期

限
の

判
断

E１
７�

１９

無
故

障
船

荷
証

券
９０
�９

２
１０

６�
１０

７
【

明
確

化
】“

cl
ea

n
”

と
い

う
用

語
が

船
荷

証
券

上
に

記
載

さ
れ

る
必

要
は

な
い

E２
１

a
新

設
無

故
障

船
荷

証
券

E２
０�

２１

物
品

の
記

述
９３

１０
８

物
品

の
記

述
E２

２

【
明

確
化

】
デ

リ
バ

リ
ー

エ
ー

ジ
ェ

ン
ト

の
住

所
は

，
陸

揚
港

お
よ

び
そ

の
所

在
国

に
あ

る
必

要
は

な
い

E２
３

新
設

到
達

地
で

の
デ

リ
バ

リ
ー

エ
ー

ジ
ェ

ン
ト

の
名

前
と

住
所

E２
３

訂
正

お
よ

び
変

更
９４
�９

５
１０

９�
１１

０
訂

正
お

よ
び

変
更

E２
４�

２５

運
送

料
と

追
加

費
用

９６
�９

８
１１

１�
１１

３
【

明
確

化
】

運
賃

表
示

は
，

信
用

状
条

件
と

全
く

同
じ

で
あ

る
必

要
は

な
い

が
，

食
い

違
っ

て
は

い
け

な
い

E２
６

新
設

運
送

料
と

追
加

費
用

E２
６�

２７

複
数

の
船

荷
証

券
の

対
象

と
な

る
物

品
９９

１１
４

複
数

の
船

荷
証

券
に

よ
る

物
品

の
引

渡
E２

８

０
０

流
通

性
の

な
い

海
上

運
送

状
〈

新
設

〉

２５

E１
段

（
U

C
P６

００
 第

２
０

条
の

適
用

）
と

同
主

旨
の

段
と

し
て

新
設

F１
新

設
U

C
P６

００
 第

２１
条

の
適

用
F１

E３
�５

段
（

船
荷

証
券

の
発

行
，

運
送

人
，

運
送

人
の

特
定

，
署

名
）

と
同

主
旨

の
段

と
し

て
新

設
F２
�４

新
設

流
通

性
の

な
い

海
上

運
送

状
の

発
行

，
運

送
人

，
運

送
人

の
特

定
，

署
名

F２
�４

E６
�７

段
（

積
込

済
の

付
記

，
船

積
日

，
p

r
e-

ca
r
r
ig

e，
受

取
地

お
よ

び
船

積
港

）
と

同
主

旨
の

段
と

し
て

新
設

F５
�６

新
設

積
込

済
の

付
記

，
船

積
日

，
p
re

-c
a
rr

ig
e，

受
取

地
お

よ
び

船
積

港
F５
�６

E８
�１

０
段

（
陸

揚
港

）
と

同
主

旨
の

段
と

し
て

新
設

F７
�９

新
設

陸
揚

港
F７
�９

E１
１

段
（

船
荷

証
券

の
原

本
）

と
同

主
旨

の
段

と
し

て
新

設
F１

０
新

設
流

通
性

の
な

い
海

上
運

送
状

の
原

本
F１

０

E１
３�

１６
段

（
荷

受
人

，
指

図
人

，
荷

送
人

と
裏

書
，

着
荷

通
知

先
）

と
同

主
旨

の
段

と
し

て
新

設
F１

１�
１４

新
設

荷
受

人
，

指
図

人
，

荷
送

人
と

裏
書

，
着

荷
通

知
先

F１
１�

１４

E１
７�

１９
段

（
積

替
と

一
部

船
積

お
よ

び
複

数
の

船
荷

証
券

が
呈

示
さ

れ
た

際
の

呈
示

期
限

の
判

断
）

と
同

主
旨

の
段

と
し

て
新

設
F１

５�
１７

新
設

積
替

と
一

部
船

積
お

よ
び

複
数

の
流

通
性

の
な

い
海

上
運

送
状

が
呈

示
さ

れ
た

際
の

呈
示

期
限

の
判

断
F１

５�
１７

E２
０�

２１
段

（
無

故
障

船
荷

証
券

）
と

同
主

旨
の

段
と

し
て

新
設

F１
８�

１９
新

設
無

故
障

の
流

通
性

の
な

い
海

上
運

送
状

F１
８�

１９

E２
２

段
（

物
品

の
記

述
）

と
同

主
旨

の
段

と
し

て
新

設
F２

０
新

設
物

品
の

記
述

F２
０

E２
３

段
（

到
達

地
で

の
デ

リ
バ

リ
ー

エ
ー

ジ
ェ

ン
ト

の
名

前
と

住
所

）
と

同
主

旨
の

段
と

し
て

新
設

F２
１

新
設

到
達

地
で

の
デ

リ
バ

リ
ー

エ
ー

ジ
ェ

ン
ト

の
名

前
と

住
所

F２
１

E２
４�

２５
段

（
訂

正
お

よ
び

変
更

）
と

同
主

旨
の

段
と

し
て

新
設

F２
２�

２３
新

設
訂

正
お

よ
び

変
更

F２
２�

２３

E２
６�

２７
段

（
運

送
料

と
追

加
費

用
）

と
同

主
旨

の
段

と
し

て
新

設
F２

４�
２５

新
設

運
送

料
と

追
加

費
用

F２
４�

２５

出
典

：
拙

稿
（

２０
１４

a
）
�

 よ
り

引
用
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表
６

　
IS

B
P７

４５
 改

訂
内

容
（

G
１

段
～

Q
１１

段
）

旧
 I

S
B

P
改

訂
 I

S
B

P
（

IS
B

P７
４５

）

大
項

目
（

項
目

名
は

 I
S

B
P６

８１
 の

も
の

）

段
番

号
段

数
改

訂
内

容
大

項
目

段
数

６４
５

６８
１

６４
５

６８
１

段
番

号
新

設
変

更
 

内
容

段
番

号

傭
船

契
約

船
荷

証
券

２０
１９

傭
船

契
約

船
荷

証
券

２７

U
C

P６
００

 第
２２

条
の

適
用

１０
０�

１０
１

１１
５�

１１
６

【
明

確
化

】
傭

船
運

賃
を

を
示

す
運

送
書

類
は

傭
船

契
約

船
荷

証
券

と
み

な
し

，
名

称
に

か
か

わ
ら

ず
傭

船
契

約
が

な
け

れ
ば

傭
船

契
約

船
荷

証
券

と
は

み
な

さ
な

い

G
２

b
，３

新
設

U
C

P６
００

 第
２２

条
の

適
用

G
１�

３

傭
船

契
約

船
荷

証
券

の
署

名
１０

３
１１

８
傭

船
契

約
船

荷
証

券
の

発
行

，
運

送
人

，
運

送
人

の
特

定
，

署
名

G
４

積
込

済
の

付
記

１０
４�

１０
５

１１
９�

１２
０

【
明

確
化

】
積

込
済

の
付

記
が

必
要

な
ケ

ー
ス

，
不

要
な

ケ
ー

ス
を

ケ
ー

ス
ご

と
に

分
類

信
用

状
に

傭
船

契
約

船
荷

証
券

上
に

示
す

べ
き

地
の

名
称

が
国

名
と

共
に

明
記

さ
れ

て
い

る
場

合
，

書
類

上
に

国
名

の
記

載
は

不
要

で
あ

る

G
５

b
-f

，
h

新
設

積
込

済
の

付
記

，
船

積
日

，
p
re

-c
a
rr

ig
e，

受
取

地
お

よ
び

船
積

港
G
５�

６

船
積

港
お

よ
び

陸
揚

港
１０

６
１２

１
G
８

新
設

陸
揚

港
G
７�

９

原
本

全
通

１０
２

１１
７

【
明

確
化

】
荷

受
人

等
の

情
報

は
信

用
状

と
食

い
違

っ
て

は
な

ら
な

い
が

，
信

用
状

に
あ

る
，

住
所

等
詳

細
な

情
報

ま
で

記
載

さ
れ

る
必

要
は

な
い

傭
船

契
約

船
荷

証
券

の
原

本
G
１０

荷
受

人
，

指
図

人
，

荷
送

人
と

裏
書

，
着

荷
通

知
先

１０
７�

１０
９

１２
２�

１２
４

G
１３

b
�

，
１４
�１

５
新

設
荷

受
人

，
指

図
人

，
荷

送
人

と
裏

書
，

着
荷

通
知

先
G
１１
�１

５

一
部

船
積

１１
０

１２
５

【
明

確
化

】
複

数
の

傭
船

契
約

船
荷

証
券

が
呈

示
さ

れ
た

場
合

，
そ

の
も

早
い

日
付

が
基

準
と

な
る

G
１７

c
新

設
積

替
と

一
部

船
積

お
よ

び
複

数
の

傭
船

契
約

船
荷

証
券

が
呈

示
さ

れ
た

際
の

呈
示

期
限

の
判

断
G
１６
�１

７

無
故

障
傭

船
船

荷
証

券
１１

１�
１１

３
１２

６�
１２

７
無

故
障

傭
船

船
荷

証
券

G
１８
�１

９

物
品

の
記

述
１１

４
１２

８
【

明
確

化
】

傭
船

契
約

船
荷

証
券

上
に

記
載

さ
れ

た
物

品
が

，
よ

り
大

き
な

運
送

品
の

一
部

で
あ

る
こ

と
を

示
し

て
も

よ
い

G
２１

新
設

物
品

の
記

述
G
２０
�２

１

訂
正

お
よ

び
変

更
１１

５�
１１

６
１２

９�
１３

０
訂

正
お

よ
び

変
更

G
２２
�２

３

運
送

料
と

追
加

費
用

１１
７�

１１
９

１３
１�

１３
３

E２
６

段
（

運
送

料
と

追
加

費
用

）
と

同
主

旨
の

段
と

し
て

新
設

旧
１３

１�
１３

２
段

を
明

確
化

G
２４

新
設

運
送

料
と

追
加

費
用

G
２４
�２

５

複
数

の
船

荷
証

券
の

対
象

と
な

る
物

品
９９

１１
４

E２
８

段
（

複
数

の
船

荷
証

券
に

よ
る

物
品

の
引

渡
）

と
同

主
旨

の
段

と
し

て
新

設
G
２６

新
設

複
数

の
傭

船
契

約
船

荷
証

券
に

よ
る

物
品

の
引

渡
G
２６

【
明

確
化

】
信

用
状

で
，

U
C

P
 第

２
２

条
ｂ

項
（

傭
船

契
約

は
点

検
す

る
必

要
が

な
い

）
を

除
外

し
て

も
，

銀
行

に
点

検
す

る
義

務
は

な
い

G
２７

新
設

傭
船

契
約

G
２７

航
空

運
送

書
類

２６
２３

航
空

運
送

書
類

２７

U
C

P６
００

 第
２３

条
の

適
用

１４
４�

１４
５

１３
４�

１３
５

【
明

確
化

】「
フ

ォ
ワ

ー
ダ

ー
発

行
の

航
空

運
送

書
類

不
可

」
等

と
い

う
条

件
は

意
味

は
な

く
，

支
店

（
社

）
の

署
名

は
，

本
人

（
社

）
の

署
名

と
み

な
す

U
C

P６
００

 第
２３

条
の

適
用

H
１�

２

航
空

運
送

書
類

の
署

名
１４

７�
１４

８
１３

７�
１３

８
H
４

，５
b

新
設

航
空

運
送

書
類

の
発

行
，

運
送

人
，

運
送

人
の

特
定

，
署

名
H
３�

６

運
送

の
た

め
に

受
領

さ
れ

た
物

品
，

積
出

日
お

よ
び

実
際

の
発

送
日

の
要

件
１４

９�
１５

１
１３

９�
１４

０
【

明
確

化
】

信
用

状
に

航
空

運
送

書
類

上
に

示
す

べ
き

地
の

名
称

が
国

名
と

共
に

明
記

さ
れ

て
い

る
場

合
，

書
類

上
に

国
名

の
記

載
は

不
要

で
あ

る

運
送

の
た

め
に

受
領

さ
れ

た
物

品
船

積
日

，
実

際
の

発
送

日
の

要
件

H
７�

８

出
発

空
港

お
よ

び
到

着
空

港
１５

２�
１５

３
１４

１�
１４

２
H
９

新
設

出
発

空
港

お
よ

び
到

着
空

港
H
９�

１１

航
空

運
送

書
類

の
原

本
１４

６
１３

６
【

明
確

化
】

荷
受

人
等

の
情

報
は

信
用

状
と

食
い

違
っ

て
は

な
ら

な
い

が
，

信
用

状
に

あ
る

，
住

所
等

詳
細

な
情

報
ま

で
記

載
さ

れ
る

必
要

は
な

い

航
空

運
送

書
類

の
原

本
H
１２

荷
受

人
，

指
図

人
お

よ
び

着
荷

通
知

先
１５

４�
１５

５
１４

３�
１４

４
H
１５
�１

６
新

設
荷

受
人

，
指

図
人

お
よ

び
着

荷
通

知
先

H
１３
�１

６

積
替

と
一

部
船

積
１５

６�
１５

９
１４

５�
１４

７
【

明
確

化
】

複
数

の
航

空
運

送
書

類
が

呈
示

さ
れ

た
場

合
，

そ
の

も
早

い
日

付
が

基
準

と
な

る
H
１９

c
新

設
積

替
と

一
部

船
積

お
よ

び
複

数
の

航
空

運
送

書
類

が
呈

示
さ

れ
た

際
の

呈
示

期
限

の
判

断
H
１７
�１

９

無
故

障
航

空
運

送
書

類
１６

０�
１６

２
１４

８�
１４

９
無

故
障

航
空

運
送

書
類

H
２０
�２

１

物
品

の
記

述
１６

３
１５

０
物

品
の

記
述

H
２２

訂
正

お
よ

び
変

更
１６

４�
１６

５
１５

１�
１５

２
訂

正
お

よ
び

変
更

H
２３
�２

４

運
送

料
と

追
加

費
用

１６
６�

１６
９

１５
３�

１５
６

運
送

料
と

追
加

費
用

H
２５
�２

７

道
路

，
鉄

道
ま

た
は

内
陸

水
路

の
運

送
書

類

１３
１３

道
路

，
鉄

道
ま

た
は

内
陸

水
路

の
運

送
書

類

２０

U
C

P６
００

 第
２４

条
の

適
用

１７
０

１５
７

【
明

確
化

】
署

名
は

，
U

C
P６

００
 第

２４
条

ａ
項
�

に
従

っ
て

署
名

し
，

支
店

（
社

）
の

署
名

は
，

本
人

（
社

）
の

署
名

と
み

な
す

U
C

P６
００

 第
２４

条
の

適
用

J１

運
送

人
お

よ
び

，
道

路
，

鉄
道

ま
た

は
内

陸
水

路
の

運
送

書
類

の
署

名
１７

２�
１７

４
１５

９�
１６

１
J２

a
-b

新
設

運
送

人
お

よ
び

，
道

路
，

鉄
道

ま
た

は
内

陸
水

路
の

運
送

書
類

の
発

行
，

運
送

人
，

運
送

人
の

特
定

，
署

名
J２
�４

【
明

確
化

】
信

用
状

に
道

路
，

鉄
道

ま
た

は
内

陸
水

路
の

運
送

書
類

上
に

示
す

べ
き

地
の

名
称

が
国

名
と

共
に

明
記

さ
れ

て
い

る
場

合
，

書
類

上
に

国
名

の
記

載
は

不
要

J５
�６

新
設

船
積

地
お

よ
び

目
的

地
J５
�６

道
路

，
鉄

道
ま

た
は

内
陸

水
路

の
運

送
書

類
の

原
本

と
「

D
u

p
li

ca
te

」
１７

１
１５

８
道

路
，

鉄
道

ま
た

は
内

陸
水

路
の

運
送

書
類

の
原

本
と

「
D

u
p

li
ca

te
」

J７

指
図

人
お

よ
び

着
荷

通
知

先
１７

５�
１７

６
１６

２�
１６

３
【

明
確

化
】

荷
受

人
等

の
情

報
は

信
用

状
と

食
い

違
っ

て
は

な
ら

な
い

が
，

信
用

状
に

あ
る

，
住

所
等

詳
細

な
情

報
ま

で
記

載
さ

れ
る

必
要

は
な

い

J８
b

-c
，

９
a
， 

b
�

，
１０
�１

１
新

設
荷

受
人

，
指

図
人

お
よ

び
着

荷
通

知
先

J８
�１

１

一
部

船
積

１７
７

１６
４

【
明

確
化

】
複

数
の

道
路

，
鉄

道
ま

た
は

内
陸

水
路

の
運

送
書

類
が

呈
示

さ
れ

た
場

合
，

そ
の

も
早

い
日

付
が

基
準

と
な

る
J１

２
，１

４
，

J１
３

新
設

変
更

積
替

と
一

部
船

積
お

よ
び

複
数

の
道

路
，

鉄
道

ま
た

は
内

陸
水

路
の

運
送

書
類

が
呈

示
さ

れ
た

際
の

呈
示

期
限

の
判

断
J１

２�
１４

E２
０�

２１
段

（
無

故
障

船
荷

証
券

）
と

同
主

旨
の

段
と

し
て

新
設

J１
５�

１６
新

設
無

故
障

の
道

路
，

鉄
道

ま
た

は
内

陸
水

路
の

運
送

書
類

J１
５�

１６

物
品

の
記

述
１７

８
１６

５
物

品
の

記
述

J１
７

訂
正

お
よ

び
変

更
１７

９�
１８

０
１６

６�
１６

７
訂

正
お

よ
び

変
更

J１
８�

１９

運
送

料
と

追
加

費
用

１８
１�

１８
２

１６
８�

１６
９

【
明

確
化

】
具

体
的

な
条

件
記

載
例

を
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�　物流面技術の発展―コンテナ物流の発展

鈴木（２００１）� によれば，第二次大戦中の米軍物資輸送の為に活用された海上コンテナ

は，１９５０年代後半に，米国のトラック輸送会社であった，Sea Land 社による，民間初の

海上コンテナ輸送に進んだ。コンテナ物流の展開はその後四段階を経て現在に至る。第１

段階（１９６７�１９７５年）では，米国を中心に発展したコンテナ輸送が，欧州，日本を含む主

要定期航路へ拡大した。第２段階（１９７６�１９８０年）では，先進国間中心であったコンテナ

物流が，アジアの中心国を中心に発展途上国にも拡大した。第３段階（１９８０�１９９０年代前

半）では，国際複合輸送が定着し，コンテナ船及びコンテナターミナルの大型化が進んだ。

そして現在に至る第４段階（１９９０年代前半以降）では，アジア市場の拡大と，アジア系船

社の躍進，国際的なアライアンスの再編成，更なるコンテナ船の大型化が進んでいる。

コンテナ物流の本格化が UCP に与えた影響について，朝岡（１９８５）は，１９８３年 UCP４００ 

改訂時に，通信・輸送技術の著しい進歩に伴って，コンテナ輸送や国際複合運送が大量貨

物の高速輸送を実現したことから，貿易実務ひいては信用状取引実務に影響を及ぼしたこ

とを指摘している。

４．貿易金融取引における新しい動き

ここで，貿易金融取引に関する 近の新しい動きである，①貿易決済方法の多様化や，

②近年米国を始め強化される傾向にある経済制裁，③貿易決済の電子化について紹介した

い。具体的には，① SBLC や DG を利用した送金取引―Open Account 取引（OA 取引）

に対する信用補完手法や，輸出債権流動化の手法であるフォーフェイティング取引，②米

ドル決済に大きな影響力を持つ，米国マネー・ロンダリング規制―Anti-Money Laundering 

Regulations（AML 規制）の代表的規制である，米国財務省外国資産管理局―The Office 

of Foreign Assets Control（OFAC）の規制，③ SWIFT と ICC が協働して推進する

Trade Services Utility（TSU）及び，BPO からなる新しい貿易決済の電子化手法（TSU-

562

表７　SWIFT ユーザー数（２０１６年１１月３０日）

２００ライブ稼働（国）

２,４２８ライブ稼働（メンバー）

３,３８１ライブ稼働（サブメンバー）

５,４９１ライブ稼働（パーティシパント）

１１,３０６ライブユーザー合計

出典：SWIFT 資料� を基に筆者作成
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BPO 取引）である。

４.１　貿易決済方法の多様化

�　SBLC，DG による OA 取引の信用補完

現在の貿易代金決済の大半は OA 取引によって行われている。但し，後払い条件で取引

する輸出商にとって大きな危険が伴う為に，輸入商の決済不履行時に備えた信用補完とし

て，一部では SBLC や DG が利用されている。入札保証，前受金返還保証，契約履行保

証等の目的で広く利用されている DG であるが，ICC による規則制定は当初大変難航し

た。１９７８年に 初に発効した規則である『契約保証統一規則』―Uniform Rules for Contract 

Guarantees, ICC Publication No.３２５（URCG３２５）の失敗及び，１９８０年代に DG 取引が

浸透したことを踏まえ，URDG の起草作業に入った。高柳（１９９２年）� によれば，この間，

DG 取引の持つ無因性に対し危機感を抱いた，わが国より ICC に対して，規則に付従性を

具備するように申し入れたが認められず，１９９２年 URDG４５８ を発効させた。

拙稿（２０１２年）� では，このような経緯から URDG４５８ は，わが国に永年受け入れられ

ず，これ以降大多数の DG 取引が準拠規則を明示しないまま発行されている現状を紹介し，

ICC が２０１０年 URDG７５８ 改訂により局面打開を図っていることを指摘した。まず，UCP６００ 

との平仄を合わせる改訂を行った。主なものとして，①定義と解釈の新設，②独立抽象性，

書類取引の二大原則，③通知人の義務の明確化，④条件変更ルールの明確化，⑤ ５Days

ルールの導入等があり，使用する用語や，条文の表現などに至るまで，貿易取引関係者に

なじみ深い UCP６００ に合わせた内容とした。他にも実務に合わせた規則の新設，改訂が

あった。主なものとして，①ノンドキュメンタリーコンディション規定新設，② DG 金額

変動規定新設，③呈示に関する規定明確化，④支払通貨規定新設，⑤ Extend or Pay 規

定明確化，⑥保証減額，終了規定新設，⑦不可抗力に対する ３０Days ルールの新設，⑧準

拠法／裁判管轄規定新設が挙げられる。

また，DG 同様の目的で利用される SBLC についても，従来 UCP４００ 以降既に UCP

の適用対象として盛り込まれていたが，米国で独自に発展してきた SBLC の取引慣行，米

国法令の内容も取り入れた ISP９８ が１９９８年制定された。水口（２０１１）� によれば，欧州中

心の ICC からみれば，兎角米国特有の問題と認識されていた SBLC であったが，ISP 起

草の後半から UCP，URDG 同様に国際規則とするべく協力をし，また米国銀行を中心に

これを活用したことから，その後急速に浸透した。また，ISP の条文が，その後の UCP６００ 

改訂と，それに続く URDG７５８ 改訂に多大な影響を与えたと指摘した。
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�　フォーフェイティング取引

フォーフェイティングは，一般的に，輸出商が振出した，信用状付きの期限付輸出荷為

替手形の内，L/C 発行銀行または，その指定する引受銀行による引受済手形を対象とする

輸出金融手法の一つで，Singer（１９８５）� によれば，１９６０年代スイスを中心とした欧州で

発展した。通常，わが国において買取依頼人である輸出商は，輸出手形の買取銀行―Ne-

gotiating Bank に依頼するに際して，「外国向為替手形取引約定書」を差し入れ，その規

定に基づき，期日の不払いが発生した際に，買取銀行に対する買戻債務を負担することと

なる。これに対して，フォーフェイティングに基づく輸出手形買取の場合，一次フォー

フェイター―Primary Forfaitor は，買取取引依頼人に対して有する手形の遡及権（買取

銀行の買戻し請求権＝輸出商の買戻債務）の行使を放棄するという，訴求権のない―Without 

Recourse 取引であるので，手形期日に信用状発行銀行等の破綻による信用リスクや，輸

入国側のカントリー・リスクの発生による，不払い事故が発生した場合でも，輸出商には

手形代金の買戻債務を負担する義務がない。

輸出商にとってフォーフェイティングを取組むメリットは，以下の３点である。まず，

Without Recourse 取引であるので，不払い事故が発生しても，輸出商の買戻債務は免除

される点である。２
　

 つ目は，信用リスクに加えて，カントリー・リスクのリスクヘッジも

可能であるので，フォーフェイティングの対象となりうるのであれば，発展途上国向け等

の高リスクの輸出案件にも利用可能であり，販路拡大に資する点である。３
　

 つ目は，Without 

Recourse 取引である為，売掛債権等のオフバランス化が可能であり，債権管理・回収コ

ストの削減が可能となる点である。

ICC は，件数金額共に増加し，年間３,０００億米ドルの取扱高にまで成長した，フォーフェ

イティング取引に対処する為，業界団体である，国際貿易フォーフェイティング協会―Interna-

tional Trade and Forfaiting Association（ITFA）と共に，２０１２年，『フォーフェイティ

ングに関する統一規則』―ICC Uniform Rules for Forfaiting ICC Publication No. 

８００, ２０１２ Edition（URF８００）を制定した。

フォーフェイティングは，通常図２の手順に従って行われる。まず，代金決済を信用状

取引とする売買契約の締結後，発行された信用状が通知銀行により輸出商に通知される。

通常，この段階で信用状の内容に基づきフォーフェイティングの条件を確定させ，事後の

フォーフェイティング取引実行を確約させるために，輸出商と一次フォーフェイターの間

と，必要に応じて一次フォーフェイターと当該輸出債権の転売先であるフォーフェイティ

ング業者（買い手―Buyer）の間で，それぞれコミットメント契約を締結するケースが多
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い。

船積後，輸出商から一次フォーフェイターへ荷為替手形が呈示され，一次フォーフェイ

ターはこれを買取銀行として点検し，発行銀行に送付する。発行銀行は呈示された荷為替

手形を点検し，これが信用状条件通りであれば，一次フォーフェイターに対して引受通知

を送付する。一次フォーフェイターは，引受通知を受領し，発行銀行の支払確約が確定し

た段階で，輸出商から，輸出債権の譲渡依頼書―Assignment letter を受領し，フォー

フェイティングを実行，輸出商の口座に買取代金を入金する。多くのケースでは，当該輸

出債権を，別の買い手に再譲渡する。

後に手形期日に発行銀行から，資金決済が行われるが，前述の通り輸出商の買戻債務

は免除されている。

４.２　経済制裁への対応

２１世紀に入り，信用状取引は UCP の規定のみでは解決できない困難な問題に直面した。

それは，近年米国を始め積極的に発出される，経済制裁への対応である。水口（２００９）� に

よれば，従来，国家間の対立に基づき，当事国，同盟国，国際連合を巻き込みながら，経

済制裁は実施されてきたが，２００１年９月１１日の米国同時多発テロを受けて，テロ対策とし

ても実施されることとなり，その影響度合いが格段に増大した。米国の米国愛国者法（米

国反テロ法）の成立による OFAC 規制強化の結果，米国に拠点を置く外国金融機関の米

国以外の本支店が米ドル決済を行う場合や，米国金融機関が関係する外国為替取引を実施
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図２　フォーフェイティング取引の流れ

ITFA，ICC 資料を基に筆者作成
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する際には，OFAC の指定する制裁対象者リスト―Specially Designated Nationals List

（SDN）に該当するかどうか確認する義務を負うこととなった。

OFAC 規制等のコンプライアンス違反事例については，表８のように，過去多額の罰金

が科せられるケースがあり，日本のメガバンクを含む，国際的な金融機関にとっても看過

できないリスクと認識されている。

４.３　貿易決済の電子化

１９８０年代から，貿易取引のスピードアップ化を図るうえで，従来型の船荷証券を始めと

した書類取引を基礎とした，運送・通関手続きや，外国為替取引を電子化（ペーパレス化）

する試みである貿易取引電子化は，各国で検討されてきたが，その主要な三つの電子化対

象，①外国為替取引の電子化，②通関手続きの電子化，③船荷証券を始めとする貿易書類

の電子化の内，前二者は，①銀行によるエレクトリックバンキングの実用化，②わが国に

おける「輸出入・港湾関連情報処理システム」―Nippon Automated Cargo and Port 

Consolidated System，NACCS に代表されるシステムの実用化により，実現した。

しかし，八尾（２００７）�，奈良（２０１５）� によれば，１９８０年代からの船荷証券を始めとす
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表８　OFAC 規制違反／処分事例

違反／処分の内容時　期銀　　　行　　　名

イラン制裁の法令違反により，過料約５億３千万ドルを当局

に支払う。再発防止のための是正措置・過料支払を条件に起

訴猶予処分との司法取引に合意。送金依頼人に米国当局から

の監視を回避する方法を指導し，行内のスクリーニング手続

も回避して，イラン関係者への送金を取扱っていた。

２００９年１２月
クレディ・スイス

Credit Suisse

２００１年から２００７年までに行われたイラン関連の取引に関する

規制違反取引，１４百万米ドルに関する和解金３億４千万米ド

ルの支払いが発生。

２０１２年１２月
英スタンダード・チャータード銀行

Standard Chartered Bank

英大手銀行の HSBC は，マネーロンダリング（資金洗浄）対

策の不備で，司法省など米当局に対し約１９億ドル（約１,５６０億

円）の罰金を支払うことで合意。メキシコで犯罪組織の資金

洗浄に利用された疑いがあるほか，米国の経済制裁に反して

イラン関連の取引をしていた疑いがあり，米当局が調査。

２０１２年１２月
英香港上海銀行

HSBC Holdings plc.

２００２～０７年のイラン関連のドル建て決済を巡り，ニューヨー

ク州金融サービス局に２億５千万ドル（約２４５億円）の和解金

を支払い。米財務省には８５７万ドルの和解金支払いで合意。対

象となった取引は，米国とイランを除く国から第三国のイラ

ン企業の口座などへの送金。合計で２万８,０００件，１,０００億ドル

に上る。米銀を経由して決済する際，イラン企業向けとの情

報を伝えていなかったことなどが問題視された。０７年の三菱 

UFJ の社内調査で発覚し，関連当局へ報告していた。

２０１３年６月三菱東京 UFJ 銀行

米司法省に総額８９億ドル（約９千億円）の罰金を支払う。ド

ル資金の決済業務の一部も 長１年間禁じる。スーダンやイ

ランとの間でドル送金などの金融取引を続け，その事実を隠

していた。

２０１４年６月
BNP パリバ銀行

BNP Paribas

出典：筆者作成
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る貿易書類の電子化は結果として実用化段階には進まなかった。この停滞の理由は，下記

の三点であると考える。①輸出商，輸入商，船会社，銀行，電子船荷証券の登録機関等の

関係当事者の多さゆえ，広範囲をカバーするシステム整備に大きなコストがかかった。②

国境を超える船荷証券を電子化する際の法的位置づけの難しさを克服できなかった。③電

子船荷証券登録機関の中立性を維持するのが困難であり，また，監督官庁をどこにするの

か当事者全員の合意を得られなかった。

２００２年 SWIFT は「貿易サービス諮問グループ」を組織，同グループの提言に基づき，

次世代の貿易書類電子化及び，そのデータマッチングシステムとして，２００７年に Trade 

Services Utility Release １.０―TSU１.０ を開始し，２００８年には，輸入側銀行の輸出商に対

する支払保証機能である，BPO を追加した Trade Services Utility Release ２.０―TSU２.０

を開始した。TSU２.０ の取引の流れは，図３のとおりである。

売主，買主間で，売買契約―Purchase order（P/O）が締結されると，買主は BPO 負

担銀行―Obligor Bank に対して P/O データを提示すると共に，BPO の発行を依頼する。

これを受けて BPO 負担銀行は，TSU に BPO が含まれるベースラインの提示を行う。こ

れを受領した BPO 受益銀行―Recipient Bank は，売主にこれを通知すると共に，売主

側から P/O データの提示を受ける。TSU は BPO 受益銀行から提示を受けたベースライ
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図３　TSU２.０ の流れ

出典：筆者作成
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ンと BPO 負担銀行から既に提示された BPO が含まれるベースラインをマッチングし，

ゼロ・ミスマッチであれば，ベースライン確定と共に，BPO が有効に成立し，TSU はこ

れを輸出入国双方の参加銀行に通知する。売主は，船積み後，データ・セットを BPO 受

益銀行に提示する。BPO 受益銀行は，BPO 負担銀行の支払確約を見返りに，このデータ・

セットを買取ることも可能である。これにより BPO 受益銀行は，信用状取引における買

取銀行と同様，売主に対する輸出金融を行うこととなる。買取後，BPO 受益銀行はデー

タ・セットを TSU に送信する。TSU は，BPO 及び確定済ベースラインとこれをマッチ

ングし，データ・マッチすれば，データ・セットの到着案内が BPO 負担銀行から買主宛

に行われる。データ・セットの到着案内を受けた買主は，BPO 負担銀行に輸入代金の決

済を行うか，必要に応じて，輸入ユーザンスの提供を受ける。決済完了後，ベースライン

の閉鎖手続きが行われ，取引全体が完了する。
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表９　URBPO７５０，UCP６００（eUcp１.１ 含む），URDG７５８ 条文対比

URDG７５８（２０１０年）eUCP１.１（２００７年）UCP６００（２００７年）URBPO７５０（２０１３年）

第１条　URDG の適用
第２条　定義
第３条　解釈★
第４条　発行および有効性★
第５条　保証および裏保証の独立性☆
第６条　書類と，物品，サービスまた

は履行○
第７条　ノンドキュメンタリーコンディ

ション○●
第８条　指図と保証書の内容
第９条　採り上げられない発行依頼●
第１０条　保証書または条件変更の通知
第１１条　条件変更
第１２条　保証書に基づく保証人の責任

の範囲
第１３条　保証書金額の変動●
第１４条　呈示
第１５条　請求の要件
第１６条　請求についての通報●
第１７条　一部請求と２つ以上の請求
第１８条　個々の請求の独立性
第１９条　点検
第２０条　請求を点検する為の時間
第２１条　支払通貨●
第２２条　充足した請求のコピーの伝送

●
第２３条　Extend or Pay●
第２４条　充足しない請求，権利放棄お

よび通告
第２５条　減額と終了●
第２６条　不可抗力
第２７条　書類の有効性に関する責任排

除
第２８条　伝送および翻訳に関する責任

排除
第２９条　別の当事者の行為に関する責

任排除
第３０条　免責の制限
第３１条　外国の法律および慣習による

損失の補償
第３２条　手数料の支払義務
第３３条　保証書の譲渡と代わり金の譲

渡
第３４条　準拠法
第３５条　裁判管轄

第ｅ１条　eUCP の適用範囲
第ｅ２条　eUCP の UCP に対する関係
第ｅ３条　定義
第ｅ４条　フォーマット
第ｅ５条　呈示
第ｅ６条　点検
第ｅ７条　拒絶の通知
第ｅ８条　オリジナルとコピー
第ｅ９条　発行日
第ｅ１０条　運送
第ｅ１１条　呈示後の電子記録の損傷
第ｅ１２条 eUCP に基づく電子記録呈

示にかかわる追加免責

第１条　UCP の適用
第２条　定義★
第３条　解釈★
第４条　信用状と契約☆
第５条　書類と物品，サービスまたは

履行○
第６条　利用可能性，有効期限および

呈示地
第７条　発行銀行の約束
第８条　確認銀行の約束
第９条　信用状および条件変更の通知
第１０条　条件変更
第１１条　テレトランスミッションによ

る信用状・条件変更
第１２条　指定
第１３条　銀行間補償の取決め
第１４条　書類点検の標準○
第１５条　充足した呈示
第１６条　ディスクレパンシーのある書

類，権利放棄および通告
第１７条　書類の原本およびコピー
第１８条　商業送り状
第１９条　少なくとも２つの異なった運

送形態を対象とする運送書類
第２０条　船荷証券
第２１条　流通性のない海上運送状
第２２条　傭船契約船荷証券
第２３条　航空運送書類
第２４条　道路，鉄道または内陸水路の

運送状
第２５条　クーリエ受領書，郵便受領書

または郵送証明書
第２６条　“On Deck”， “Shipper’s Load 

and Count”等
第２７条　無故障運送書類
第２８条　保険書類および担保範囲
第２９条　有効期限または 終呈示日の

延長
第３０条　信用状金額，数量および単価

の許容範囲
第３１条　一部使用または一部船積
第３２条　所定期間ごとの分割使用また

は分割船積
第３３条　呈示の時間
第３４条　書類の有効性に関する銀行の

責任排除
第３５条　伝送および翻訳に関する銀行

の責任排除
第３６条　不可抗力
第３７条　指図された当事者の行為に関

する銀行の責任排除
第３８条　譲渡可能信用状
第３９条　代わり金の譲渡

第１条　範囲
第２条　適用
第３条　一般定義★
第４条　メッセージ定義◎
第５条　解釈
第６条　バンクペイメントオブリゲー

ションと契約☆
第７条　データと書類，物品，サービ

スまたは履行○
第８条　BPO の有効期限◎
第９条　参加銀行の役割
第１０条　BPO 負担銀行の約束★
第１１条　条件変更
第１２条　データの有効性に関する責任

排除◎
第１３条　不可抗力
第１４条　取引データ・マッチング・シ

ステム（TMA）の利用不能
◎

第１５条　適用法
第１６条　代わり金の譲渡

３つの準拠規則の主な類似点

☆　独立抽象性（無因性）の原則
★　取消不能の支払確約

３つの準拠規則の主な相違点

○　『データ取引の原則』『書類取引の
原則』

◎　URBPO７５０ 特有の代表的規定
●　URDG７５８ にあるが，URBPO７５０

に無い代表的規定

出典：筆者作成
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TSU２.０ 導入当初，BPO は SWIFT の定める TSU Rulebook を準拠規則としていたが，

SWIFT は ICC と協働して，BPO に関する新たな統一規則の制定を行い，２０１３年 URBPO７５０ 

が制定された。釜井（２０１３）�，西口（２０１３）�，檜垣（２０１４）�，拙稿（２０１４b）� によれば，

表９にあるように，URBPO７５０ は，既存の UCP６００，URDG７５８，ISP９８ 等に親和性のあ

る条文構成とする方針に基づき制定され，例えば，定義，解釈を明確化し条文を簡素化，

使用する用語・概念に可能な限り統一感を与えた。一方，URBPO７５０ は既存の ICC 制定

の統一規則が専ら書類を取り扱うのに対して，データを取り扱う規則の為，これら規則と

はかなり異なる概念も数多く導入された。

５．信用状取引の現状と課題

それでは，貿易金融取引の新しい動き，①貿易決済方法の多様化，②経済制裁，③貿易

決済の電子化が，信用状取引に与える影響を指摘したい。これらの影響を踏まえて，今後

の信用状取引のあるべき姿，UCP に求められる方向性について指摘したい。

５.１　信用状取引への影響

�　貿易決済方法の多様化がもたらす影響

ICC の２０１６年貿易金融に関する年次報告書� によれば，SWIFT の電文雛形７００番―Message 

Type ７００（MT７００）で，取り扱われる，信用状発行件数は，図４～６の通り，２０１１�２０１５

年間ではアジア・太平洋地域で一定の増加が認められるものの，他地域では寧ろ漸減して

おり，２００９�２０１５年間では全体として，その利用件数は横ばいである。これは，日々SCM

が高度化していく中で，輸出入商に，要求される取引スピード，コストの削減を達成する

には，決済方法もそれに準じる必要があり，OA 取引に対して明らかに劣後する，信用状

取引を含む荷為替手形の取引スピード，コストがその原因の一つである。

その一方で，OA 取引への過度な依存は，特に輸出商にり輸出代金回収リスクの増大を

意味する。このことから，フォーフェイティング取引や国際ファクタリング取引がリスク

回避手法として活用されている。また，OA 取引を取る場合に，輸入商の信用リスク回避

の手段として，SBLC，DG の同時活用も一定数行われている。

このような中で，信用状取引が引き続き主要な決済方法の地位を維持する為には，SBLC や

DG の信用補完を受けた OA 取引や，フォーフェイティング取引等の決済方法としての長所，

短所を貿易当事者に広く周知し，当事者に的確に決済方法を選択してもらう必要があろう。
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図５　信用状発行電文（MT７００）件数推移

出典：２０１６年 ICC 貿易金融に関する年次報告書

図４　SWIFT 電文メッセージ件数推移（カテゴリー４，７）

出典：２０１６年 ICC 貿易金融に関する年次報告書

図６　信用状発行電文（MT７００）地域別件数推移

出典：２０１６年 ICC 貿易金融に関する年次報告書
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�　経済制裁強化がもたらす影響

水口（２００９）では，信用状取引に与える影響として，従来信用状の要求する書類のみで

判断された補償の可否に，経済制裁が与える影響を指摘，事例を紹介している。具体的に

は，経済制裁等のコンプライアンス違反発生時に，補償を拒絶される懸念及び，経済制裁

対応文言を記載した信用状の発行事例である。

前者の影響は輸出商取引銀行である買取銀行が，外見上信用状条件に一致する荷為替手

形を買取りながら，後日 UCP 及び，信用状条件以外の要因で補償を拒絶されかねないリ

スクを負うことを意味し，書類取引の原則という観点からも深刻な問題である。

後者については，UCP６００ 第１条後段の，信用状による明示的な UCP の修正又は除外

規定を活用したものである。拙稿（２００９）� で指摘した通り，明示的な UCP の修正又は除

外規定は，取引の実情に沿った形に修正する等，信用状取引にフレキシビリティーを与え

ることが可能となる一方で，明示的に修正又は除外されている信用状によって，規則の統

一性という も重要な効用が失われる恐れがある。それは，単に書類点検時間増加といっ

た実務上の問題に留まらない。ICC（２００７）�，Collyer（２００７）� は，信用状統一規則の明

示的な修正又は除外を行う際に，修正又は除外される規定に対する代替規定を，当該信用

状条件として記載されるべきと指摘している。しかし，拙稿（２００９）で紹介した通り，明

示的に修正又は除外されている信用状事例の中に，代替規定が信用状条件として記載され

ていないケースも多く，当事者間で紛争が発生した際，当該信用状に関する UCP の紛争

関連条項が欠落するという事態が発生し，結果として UCP に基づく紛争解決が不可能に

なる恐れがあるといえる。

信用状取引の安定性を損なわない為には，UCP にも経済制裁に代表されるコンプライ

アンスリスクへの備えとして，規定の明確化が求められよう。

�　貿易決済電子化がもたらす影響

TSU-BPO 取引の特徴に関しては，佐藤（２００８�，２０１５�），檜垣（２０１３a）�，西口（２０１３）�，

釜井（２０１４�，２０１５�）等，多くの先行研究があり，単に信用状取引を代替するだけでな

く，OA 取引のスピードと低コスト及び，信用状取引の備える信用リスク回避機能の双方

を備える，従来の OA 取引，信用状取引と並ぶ，第三の決済方法として，銀行業界並びに

輸出入商双方にメリットのあることが事例と共に示されている。

一方で，TSU２.０ の実用化から８年，URBPO７５０ 発効から３年が，既に経過している

が，利用企業，TSU -BPO 取引を積極的に推進する金融機関は未だ少数派である。檜垣
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（２０１３b）�，拙稿（２０１６a）� では，TSU-BPO 取引推進の鍵となるのは，中小企業も含めた

TSU-BPO 取引利用企業の拡大が必須と指摘し，拙稿（２０１５�，２０１６b�）では，従来 DG

や SBLC が行っていた外国保証取引機能を持たせる等，TSU-BPO 取引の対象取引種類を

拡大することが必要と指摘した。この２点が実現した際には，信用状取引が果たしていた

役割の，大部分を TSU-BPO 取引が継承することになろう。

５.２　信用状取引の将来像

�　貿易取引の技術的発展への対応

それでは，将来の信用状取引に求められる姿は，どのようなものであろうか。歴史を振

り返れば，信用状取引や UCP の規定が，貿易取引の技術的な発展によって改訂されてき

たように，今後も技術的な発展に合わせて次の UCP 改訂が行われると思われる。

通信技術の発展，物流面での発展は，現在，貿易電子化として，一体化しつつある。輸

出入商という利用者の視点で見れば，信用状取引は，新興の TSU-BPO 取引と良きパート

ナーとなる必要がある。これは，ICC や SWIFT を始め関係する金融機関による啓蒙に留

まらず，信用状取引と TSU-BPO 取引の融合も視野に入れる必要があろう。

拙稿（２０１６b）では，DG 取引と TSU-BPO 取引の融合による電子 DG 取引を提言し，

準拠規則の整備について，①次の URBPO 改訂に併せて，電子 DG 取引の機能を持たせ

る改訂，②次の URDG 改訂に際して，既に電子呈示の規定／追補がある UCP６００ や ISP９８ 

といった Stand-by LC の準拠規則のように，TSU-BPO 取引のインフラを利用する場合

の規定を追加する改訂，③ URBPO や URDG とは別に，銀行以外の受益者を規定する等，

より現状の DG 取引に近い形にした電子 DG 取引専用規則の制定，の３つの可能性を指摘

した。

これと同様に，信用状取引と TSU-BPO 取引の融合に対応できるように，UCP と URBPO

の規定を整備する必要も出てこよう。具体的には，①次の UCP 改訂に併せて，書類に代

わって電子データ呈示取引の機能を持たせ，TSU-BPO 取引のインフラを利用する場合の

規定を追加する改訂，②次回の URBPO 改訂に際して，データではなく書類を利用する場

合の規定を追加する改訂，の２つが考えられよう。前者は，UCP６００ と現在の eUCP１.１ 

を包摂する規定とすることで達成可能である。但し，eUCP はあくまで試行的な位置付け

であり，利用するシステムを特定していない。SWIFT の運用する TSU に専ら依存する

URBPO７５０ と同様の規定とすることの是非を真剣に検討する必要があるだろう。また，FinTech

を始めとした，更に進んだ IT 技術の活用についても，考慮する必要がある。
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�　国際情勢の変化に対する対応

経済制裁への対応に頭を痛める金融機関の立場で考えれば，次回の UCP 改訂時に，経

済制裁対応規定創設は検討に値すると思われる。既に，URDG７５８ では，準拠法，裁判管

轄地規定が明文化されており，同様の対応が必要となろう。但し，ここで問題となるのが，

しばしば，貿易相手国と経済制裁の対象者や対象取引が異なるケースが発生することであ

る。

現実的な対応としては，信用状取引の関係銀行である，発行銀行，通知銀行，確認銀行，

買取銀行，補償銀行がそれぞれ，経済制裁対象者リストなど必要な情報を管理，把握し未

然に取引を防止するのが望ましいが，この種のリストは時々刻々変化するものであり，未

然防止には限界がある。この為，UCP 上に経済制裁対応規定を設け，経済制裁対象者が

取引関係者に含まれていた場合に，発行銀行，通知銀行，確認銀行，買取銀行，補償銀行

は，それぞれ免責されるとの規定を新設することを提言したい。

しかし，UCP の規定にするというのは，言うに易しであるのも事実である。現実的な

対応としては，UCP に国連安全保障理事会等，全当事者の合意形成が可能な国際機関等

の経済制裁対象者への免責規定を設け，必要に応じて関係国独自の経済制裁リストを信用

状条件に明示する等の規定化が望ましい。

６．おわりに（結語）

これまでみてきたように，信用状取引は，時代の流れ，とりわけ貿易取引の２つの技術

的発展，①通信技術の発展，②物流面の技術発展，に大きな影響を受けながら発生，発展

してきた。今後もそれは不変であろう。信用状取引を，引き続き主要な貿易決済として維

持する為には，将来の技術的発展を的確に把握しこれに対応する規則を UCP に盛り込む

ことが肝要である。その際には，URDG，ISP，URBPO といった他の規則との融合も検

討に値しよう。また，経済制裁に代表される新しい要請にも対応する必要もある。

大きな困難が伴う部分もあるが，次期 UCP（あるいは UCP に代わる規則）には，これ

らを包摂することが期待される。本稿を契機に，①貿易決済方法の多様化，②経済制裁，

③貿易決済の電子化が，信用状取引に与える影響について，更に個別的，具体的に検討を

進め，信用状取引のあり方や，UCP に求められる規定について研究していきたい。
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